
２０２０年 １１月

高齢者悪質商法被害防止情報連絡体制

裏面にて、（独）国民生活センターの「見守り新鮮情報」をお届けします。

◆ガラケーが使えなくなる？
スマホにしないとだめ？？◆

＜＜２０２２年に３Ｇ回線のサービスが終了する？＞＞

◯ガラケーの３Ｇ回線のサービスは２０２２年以降、通信会社ごとに終了していきます。

その結果、長く使ってきた携帯電話が使えなくなることがあります。

◯通信会社は「ガラケーが使えなくなるのでスマホに買い換えましょう」という案内を、

あちこちでしています。

＜＜不安に思って携帯ショップで相談したらスマホを勧められ…＞＞

◯「今使っている携帯電話が今後どうなるか相談したら、高機能のスマホを勧められ、

いろいろ便利になりそうだから機種変更をした。ところが機能が複雑すぎて、通話す

ら上手く出来なくなってしまった」という相談が増えています。

◯スマホはインターネットやキャッシュレス決済などいろいろなことが出来る反面、な

じみの数字ボタンも電話を架けたり切ったりするボタンもありません。自分でタッチ

パネルを操作して画面を切り替えていろいろな操作をするのは、慣れるまでに時間が

かかります。

＜＜今までの操作方法で使える携帯電話もまだあります＞＞

◯携帯電話で一番必要な機能をよく考えて、使いやすい機種を

選びましょう。契約しても使いこなせないと思ったら、

すぐに携帯ショップに相談しましょう。

※見守りを必要とする高齢者への注意喚起をお願いします。

不審なことがあった場合、消費生活センターにご連絡ください。

中野区消費生活センター 中野区中野４－８－１（区役所１階２４番窓口）
相談受付電話 ０３（３３８９）１１９１ FAX ０３（３３８９）１１９９
相談受付時間 月～金曜日 ９時３０分～１６時（土日・祝日・年末年始は休み）
ｅメールアドレス shohiseikatusenta@city.tokyo-nakano.lg.jp




